
瀬戸内町農作物特殊病害虫等防除事業について（ネズミ対策）

【事業内容】

（１）事業の対象範囲

・防除地域は瀬戸内町内に限ります。

・対象者は瀬戸内町に住所を有した農業振興会の会員（ＪＡ部会員）のみとなります。

（２）防除薬剤

・防除薬剤は、ネズミ殺鼠剤「クマリン 500ｇ」となります。

・防除薬剤は、あまみ農業協同組合瀬戸内支所で購入されてください。

・一人当たり 1度の購入につき５袋までとします。また、本予算には限りがありますので必要

量のみ購入されますようお願いします。

・周辺環境には十分に留意され使用してください。

（３）実施期間 令和６年９月９日（月）～令和７年３月３１日（月）

【防除薬剤】

問い合わせ先：瀬戸内町役場農林課農政係 72-1174

ＪＡあまみ瀬戸内支所購買部 72-1141

令和５年８月上旬より、ネズミの発生が著しく、農作物への食害が多発しているとの情報が

寄せられ、現地調査を行った結果、町内全域の農産物への被害が確認されました。

現在においてもネズミ被害は収まらず、被害エリアが更に拡大している傾向にあります。

このネズミ被害により、生産農家の経済的損失と防除対策に係る負担増、更には地域住民の

衛生環境の悪化が懸念されております。

このことから、緊急対応策として、ネズミ個体数の低減を目的とした防除薬剤の一部助成を

行います。

【野ネズミ】

【クマリン 500g】

572 円→286 円

※金額はいずれも税込みです。

【ヤソヂオン 500g】

737 円（助成なし）


